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１.　はじめに

　本稿は2017年から2018年にかけ、民間企業
従業員・企業が提供する種々の社会貢献活動
の利用者・参加者を対象に行った企業の社会
貢献活動に関する意識調査、社会貢献活動の
実績のある企業に対する聴き取り調査を基
に、社会貢献活動に対するニーズとそれに対
する企業の対応、そして公益信託制度の利用
可能性についての知見を導くことを目的とす
る。
　一般に社会貢献活動の重要性は広く認識さ
れている。それは単に企業のイメージ戦略と
してではなく、現代社会が直面する諸課題に
多方面から多角的に取り組むことの重要性が
共有されるようになったことを背景とし、企
業の社会的責任論の具体的行動としての重要
性として理解されるようになった結果である

（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（編）
（2002）、金子郁容（1993）、Amiraslani, Lins, 
Servaes, Tamayo（2017）、Ntiamoah, Egyiir, 
Kwamega （2014））。このこと自体は積極的
に評価すべきであるが、その一方で、具体的
な活動分野の決定、活動計画の策定などにお
いては必ずしもニーズと対応が一致していな
い現実が本研究によって明らかとなった。こ
こで得られた知見はおよそ以下の通りであ
る。
　企業の社会貢献活動のうち、利用者の要望
が強いのは、育児支援など日常的な貢献活動、
言い換えれば比較的容易に貢献活動内容がイ
メージできる貢献活動への需要が高い（内閣
府（編）各年版）。育児支援の場合、若年従
業員の就業環境改善と育児支援需要が密接に
結びついているという背景がある。他方、女
性労働力化率の向上に資すると思われる高齢
者支援を対象とした企業の活動については、
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企業もその重要性を認識しているが、ノウハ
ウ不足（基準をクリアするノウハウ含む）が
参入のハードルを高くしている（ウェルフォ
ード（2018））。
　社会貢献活動への需要は「目的」、貢献活
動を受ける「状況」（「仕事中」「休憩中」「休日」
など）、一緒に貢献活動を受ける人（「家族」「友
人」「それ以外の知人」）、貢献活動の質（「利
便性」「手軽さ」）といった要素の組み合わせ
によって決まることが主成分分析から明らか
となった。他方、企業への調査からは、社会
貢献活動の重要性やそれが従業員の厚生を高
め、ひいては定着率を高める効果があること
が強く認識されているが、実施の伴うコスト
負担感が相当大きいことが示された。
　特に注目されるのは、単独で社会貢献活動
を行うことにともなう企業の負担感が（主に
経営者インタビューから）改めて明らかにな
ったことである（首藤、増子、若園（2006））。
加えて複数企業での社会貢献活動、同業者団
体を通した社会貢献活動・それらを経由して
設立された公益財団法人を活用した社会貢献
活動の可能性を指摘する向きも少なくない。
事実、奨学金制度など基金を基に提供される
社会貢献活動には公益財団方式が好都合であ
るが、アンケート調査から示されるように、
学童保育など行政貢献活動の一部を代替する
ような活動は、ニーズの強弱に併せて事業自
体を弾力的に運用できることが企業にとって
負担感を和らげる効果がある。こうしたこと
から信託の利用可能性、中でも公益信託制度
の利用可能性、が浮かび上がるのである（1）。

２.　調査の概要

　上述したように、本研究は近年、どのよう
な社会貢献活動が求められ（需要面の調査）、
他方、どのような社会貢献活動を企業が提供
できるか（供給面の調査）を探り、さらに企
業がより活発に貢献活動に取り組むことがで
きる仕組みの一つとしての公益信託制度の役

割を考察するものである。
　需要面の調査については2018年 4 ～10月に
かけてインターネットを利用したアンケート
調査を行った。これは表 1 ・表 2 に示すよう
に21種類に分類された貢献活動についての利
用者の意識・実際の利用状況についてのアン
ケ−ト調査である（2）。なお、以下では調査対
象となった各社会貢献活動を単純に貢献活動
と呼ぶことにする。
　首都圏・東海圏を対象としたのは後述の
インタビュー調査との整合性を維持するた
め、調査対象の多くを都市圏住民が利用しや
すいものに限定せざるを得なかったためであ
る（3）。
　調査項目のうち、⑴は過去 1 年の利用頻度

社会福祉系：乳幼児保育支援、学齢児童学習支援、
障害者支援、高齢者介護支援
環境保全活動：森林・里山・海浜保全活動、清掃活
動、リサイクル活動、動植物保護
教育活動：実験室・工場等職場公開、体験教室（番
組作り等）、語学教室、奨学金制度
芸術系：絵画展、工芸体験、コンサート、伝統芸能
体験、文化団体支援
スポーツ系：スポーツクラブ（教室、コーチ派遣など）
学術系：研究助成、出版助成
地域活動系：お祭りの企画・運営・参加
その他

調 査 時 期 2018年 4 ～10月
調 査 方 法 首都圏・東海圏に対するインターネ

ット調査
有 効 調 査
対 象 者

企業が提供する貢献活動を利用した
ことのある18歳から64歳までの男女
393名から回答。18歳以上の年齢層・
性別に渉ってほぼ一様に分布

調 査 項 目 ⑴　過去 1 年の利用頻度
⑵　参加・利用動機
⑶　参加・利用の時間帯
⑷　一緒に参加・利用した人
⑸　参加・利用目的
⑹　参加・利用状況
⑺　情報入手場所

表 ２　調査概要

表 １　調査対象社会貢献活動（貢献活動）
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に関する調査、⑵以下は貢献活動の利用状況
を多面的に示すものである。本稿では⑵から
⑺によって示される利用者の状況と⑴で代表
される過去 1 年の利用頻度との関連を多変量
解析（主成分分析と判別分析）によって解明
するという基本方針の下、貢献活動について
の需要面の分析、とりわけ利用者の意識・行
動を分析することとした（4）。
　なお、学術系の貢献活動（研究助成・出版
助成）は貢献活動を広くカバーするために当
初の選択肢に取り入れたが、結果的に回答は
ゼロであった。利用者が極めて限定される特
殊な貢献活動であり自然な結果だろう。よっ
て以下の分析からは除外した。また、「その他」
の中には“運動会参加”“夏休み宿題の手助
け”“習い事の発表会”の ３ 件（回答総数35件）
があり、それぞれ「お祭り」「学齢児童学習
支援」「伝統芸能体験」に振り分けた。必ず
しも正確な分類ではないが全体の結果に決定
的な偏りをもたらすものではない。

3.　最近半年の利用頻度の平均の算出

　過去 1 年の利用頻度は「月 7 ～ 8 回」「月
５ ～ ６ 回」「月 ３ ～ 4 回」「月 2 回」「月 1 回」「年
2 ～ ３ 日」「年 1 回」「利用せず」の選択枝を
それぞれ選んだ回答者の比率として与えられ
ている。頻度が高いのは「学齢児童学習支援」

（79％）、「スポーツクラブ」（74％）、「語学教
室」（70％）など、低いのは「伝統芸能体験」

（16％）、「リサイクル」（20％）であった。こ
れらの数値を縮約するため、週当たりの最近
半年の利用頻度の（加重）平均を求めたのが
表 ３ である（なお、後述の判別分析のため平
均頻度の偏差値を付記）。加重平均頻度は以
下の算式によって求めた。
　たとえば「コンサート」の場合、月 7 ～ 8
回 9 ％、月 ５ ～ ６ 回 ６ ％、月 ３ ～ 4 回 9 ％、
月 2 回 7 ％、月 1 回 8 ％、年 2 ～ ３ 回12％、
年 1 回12％、利用せず38％である。 ５ ～ ６ 回
を５.５回とすると（他も同じ）、その平均頻度

は、
コンサートの平均頻度＝
　7.５×（9/100）＋５.５×（６/100）＋３.５×
　（9/100）＋2×（7/100）＋1×（8/100）＋
　0.21×（12/100）＋0.08×（38/100）
となる。半年の利用頻度平均は約0.74なので、
年に 1 ～ 2 回いずれかの活動を利用している
ことになる。
　改めて表 ３ を見ると、頻度が 1 を超える（年
に 2 回程度利用）のは「学齢児童学習支援」「ス
ポーツクラブ」「語学教室」「乳幼児保育支援
等」であり、そもそも継続的な利用がみこま
れること、また調査対象が都市部であったこ
とを反映している。「リサイクル」が低い値

（0.22）であることは多少意外だが、塵芥収
集における分別意識がかなり定着しており企

表 3　最近半年の利用頻度

種　　　別 最 近 半 年 の
利用頻度平均 偏差値

学齢児童学習支援 1.６0３ ６9.102
工芸体験 0.844 ５３.1３６
乳幼児保育支援 1.218 ６1.00３
語学教室 1.27３ ６2.1６0
体験教室 0.171 ３8.980
コンサート 0.2５６ 40.7６8
文化団体支援 0.229 40.200
清掃活動 1.2３６ ６1.３82
お祭りの企画・運営・
参加 1.09６ ５8.4３7

森林・里山・海浜保全
活動 0.81５ ５2.５2６

リサイクル 0.222 40.0５2
動植物保護 0.9３６ ５５.071
スポーツクラブ 1.３8５ ６4.５1６
実験室・工場等
職場公開 0.６89 49.87６

絵画展 0.271 41.08３
伝統芸能体験 0.19 ３9.３79
障害者支援 0.9５8 ５５.５３4
奨学金制度 0.442 44.６80
高齢者介護支援 0.2３7 40.３６8
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業の貢献活動を経由させる必要を感じる回答
者が少なかったのかもしれない（5）。
　「絵画展」「コンサート」などの文化活動に
ついては、開催機会が限られることに加え、
企業等が支援していることに気づかない来場
者が少なくないことと関わっているかもしれ
ない（この点は聞き取り調査から判明）。実際、
どこがスポンサー企業であるかによって鑑賞
する「コンサート」「展覧会」を選ぶ消費者
は少ないだろう。開催機会が限られるという
点でいえば「実験室・工場等職場公開」も同
じであり、開催場所も工場等が立地する地域
に限定されるだろう。ただ、この調査は春か
ら夏の夏休みを含む時期に行われたこともあ
り「森林・里山・海浜保全活動」と並び、一
定の頻度で利用されている。

4.　主成分分析による特性の把握（6）

　次に利用状況を示す⑵から⑺について検討
しよう。ただ、このうち「利用時間帯」のデ
ータは以下の分析において結果にほとんど寄
与することがなかったため、それを除く ５ つ

の項目についてどのような特徴がみられるか
を明らかにしたい。
　分析手順を「⑸　参加・利用目的」に即し
て説明する。この項目は表 4 に示した通り14
の選択肢それぞれに回答者の比率が与えられ
るので、全部で294（21×14）の多変量デー
タセットを構成する。「自己啓発」「日常生活
上の必要性」のように一見して特定の貢献活
動との関連が想定できるものもあるが、「余
暇消費」はどの種別にも当てはまりそうであ
る。そこで各活動がどの選択肢と関連が深い
かを知るため、活動種別をケース、選択肢を
変数とした主成分分析を行った（7）。
　表 4 は全体の90.47％が説明される第三主
成分までの主成分負荷量を表しており、特に
関連が深い変数を強調表記した（8）。これを見
ると、第一主成分は積極的・消極的を問わず

「余暇消費の活用」を反映していると解釈で
き、同様に第二主成分は「仕事・日常生活の
必要性」、第三主成分は「気分転換」と考え
ることができる。また、第一主成分において

「近所づきあい」や「特に理由なし」といっ
た選択肢の負荷量が大きくマイナスになって

表 4　「参加・利用目的」主成分負荷量

変数（選択肢） 主成分 1
（余暇消費）

主成分 2
（必要性）

主成分 ３
（気分転換）

余暇消費（積極活用） 0.8963 0.0429 0.421３
仕事の一部 0.08５６ -0.4６07 -0.7210
仕事上の必要性 0.５19５ 0.8２49 -0.1870
余暇消費（消極活用） 0.5386 -0.7６48 0.2727
疲れをとる 0.12５６ -0.014５ 0.0３６4
仕事への反映 0.11６4 -0.５718 -0.５9６0
日常生活上の必要性 0.５３1５ 0.7980 -0.1３５8
社会参加（寂しさをまぎらわす） -0.7６３7 -0.20６５ 0.3030

近所の付き合い -0.910６ 0.18６7 0.22３2
特に理由なし -0.9474 0.1６92 0.1５72
社会参加（積極的なコミット） -0.90５1 0.171６ 0.２9２１

自己啓発として -0.904３ 0.1５６8 0.2３70
ストレス解消 -0.180６ 0.4３00 0.49２8

健康・美容 -0.2３29 -0.2６３8 -0.５477
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いることは、「余暇活用」と「気分転換」が
利用者の心情において相反する要素であるこ
とを意味している。また、「疲れを取るため」
はいずれの主成分とも関連が薄く、社会貢献
という観点からはほとんど重視されないこと
を示唆する（「疲れを取るため」の負荷量が
一番高い第六主成分は全体構造の 1 ％程度し
か説明しなかった）。さらに、「余暇消費（消
極活用）」「仕事への反映」の第二主成分負荷
量が小さく、貢献活動への関わりにおいては
余暇と仕事が明確に区別されていることがわ
かる。同様に、「仕事上の必要性」「日常生活
上の必要性」はともに第二主成分が最大、第
三主成分負荷量が最少である。つまり、気分
転換と必要性が区別されている（9）。
　活動種別と各主成分との関連の強さを表す
主成分得点を表 ５ に示した。「動植物保護」「ス
ポーツクラブ」は「余暇消費」と強い関連性

を見せており、逆に「学齢児童学習支援」「工
芸体験」は「余暇消費」として消費されるこ
とはほとんどない。同様に、「奨学金制度」「障
害者支援」は「必要性」との相関が強く、「お
祭り」「森林保全活動」は「余暇消費」のた
めの活動と考えられている傾向が強いことが
伺える。これらは「気分転換」においても一
定の相関を示しており、直感的にも理解でき
る傾向である。
　代表的な自己啓発活動と思われる「語学教
室」は、第二主成分「必要性」との相関がほ
ぼゼロであるのに対し、第一主成分「余暇消
費」とは負の相関が高い。つまり、語学の勉
強は余暇消費の一環、あるいは趣味の一環と
して認識されていないこと、そもそも企業の
貢献活動と結びつけるものではないという意
識があることが想像される。その意味では文
字通りの自己啓発活動であり、表 ５ の ３ 要素

表 5　「参加・利用目的」主成分得点

種　　　別 主成分 1
（余暇消費）

主成分 2
（必要性）

主成分 ３
（気分転換）

学齢児童学習支援 -8５.928 11.782 １２.599

工芸体験 -82.３0６ １２.800 9.822
乳幼児保育支援 -３2.8５６ -10.３1６ -0.494
語学教室 -4６.５５３ -1.44５ -1３.５５8
体験教室 ３.421 -10.444 8.9３６
コンサート -7.0６５ -1３.108 4.240
文化団体支援 -５.５５7 -1３.３8６ 2.991
清掃活動 17.６04 -1.2５0 8.３20
お祭り 22.4５３ -３.91６ 11.940
森林・里山・海浜保全活動 24.474 -8.82５ 12.4６2
リサイクル等 14.３３7 -14.721 0.082
動植物保護 ２8.688 -14.418 19.79３
スポーツクラブ ２8.386 -17.112 19.３11
実験室・工場等職場見学 7.724 -12.３６1 -4.107
絵画展 7.５５2 -６.892 -1５.214
伝統芸能体験 -4.６97 -３2.６５0 -4６.1６６
障害者支援 18.1５0 ３６.727 -9.790
奨学金制度 2５.６1６ 27.04５ -３.89６
高齢者介護支援 24.401 1５.7６1 0.５３9
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だけに集約するのは難しかったといえよう。
　その他の項目についても同様の分析を行
い、それぞれ ３ つの主成分（いずれも90～92
％程度の寄与率）を特定し主成分得点を算出
した。以下の分析にとって重要な主成分得点
の一覧が表 ６ ～ 8 である。
　表 ６ 「参加・利用状況」とは各貢献活動に
参加・利用するとき、利用者はどのような状
況を想定しているかを聞いたものである。選
択肢は「野外活動の一環」「健康維持活動の
一環」「文化活動の一環」「自己啓発活動の一
環」「余暇活動の一環」「家事の一環」「仕事
の一環」「勉強の一環」「職場の付き合いの一
環」「近所付き合いの一環」である。
　「仕事の一環」「家事の一環」「近所付き合
いの一環」の主成分負荷量が大きかった第一
主成分は、周囲の状況から参加を促される活
動と解釈しこれを「周囲との関係」とした。

第二主成分は「文化活動の一環」「職場の付
き合いの一環」「健康維持活動の一環」の主
成分負荷量が高く「社会参加」と解釈したい。

「文化活動の一環」「自己啓発活動の一環」「余
暇活動の一環」の主成分負荷量が高かった第
三主成分は「趣味」と解釈する。「学齢児童
学習支援」「乳幼児保育支援」などが「周囲
との関係」と相関が高いが、こうしたサービ
スを必要とする親は、自分の仕事との関係を
重視すると考えれば納得できる結果である。

「お祭り」が「社会参加」、「コンサート」「文
化団体支援」が「趣味」とそれぞれ相関が高
いのも常識とほぼ一致する（10）。
　若干奇異に感じるのは「障害者支援」と「趣
味」の相関が高いことであるが、これを自発
的と考えれば、利用者自身の強い社会参加意
欲、介護上の必要性といった個別の事由が強
く関わっているかもしれない。こう考えれば

表 6　「参加・利用状況」主成分得点

種　　　別
第一主成分

（周囲との
関係 ）

第二主成分
（社会参加）

第三主成分
（趣　味）

学齢児童学習支援 45.404 ３.981 ５.01３
工芸体験 46.１94 ５.1５9 -1.244
乳幼児保育支援 3２.7２3 1.３49 1.220
語学教室 38.9１5 1.77６ 0.4３7
体験教室 11.048 -0.３4５ 1.３６５
コンサート 1６.５77 0.017 ２.40１

文化団体支援 1６.３9６ -2.0６2 3.38１

清掃活動 -11.５44 1.074 4.938

お祭り -14.404 4.056 ３.180
森林・里山・海浜保全活動 -1６.801 5.379 -1.800
リサイクル等 -11.40６ -4.947 -６.17５
動植物保護 -22.872 -9.9６３ １0.１２0

スポーツクラブ -19.442 -５.710 7.２75

実験室・工場等職場見学 -9.272 -３３.41６ -10.428
絵画展 -３.440 -8.47５ -６.６0６
伝統芸能体験 ２１.638 -0.1５1 -10.4３６
障害者支援 -21.47３ -1.５89 １7.09２

奨学金制度 -24.182 6.9２4 -0.282
高齢者介護支援 -22.６2３ 7.7２3 -0.88６
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“自発的”という意味で第三主成分（趣味）
と相関が生じても不思議ではない。
　表 7 「参加・利用の条件」は、参加にあた
って考慮した条件についての分析である。主
成分得点による同様の分析により、利用・参
加にあたっては日常的な諸活動の延長上にあ
るという意味での「利便性」、参加・利用可
能人数に代表される「機会」の豊富さ、個人
では躊躇するが企業が支援するなら参加しや
すいという「手軽さ」の ３ 主成分ごとに考察
を行った。
　「学齢児童学習支援」「乳幼児保育支援」「清
掃活動」「お祭り」は利便性の提供（＝利用
者からみれば利便性を享受できることが参加
の前提となる）、「森林保全活動」「リサイクル」
といった環境に関する活動、「絵画展」など
は機会の提供（機会があるから参加する）、「手
軽さ」と「語学教室」「体験教室」「伝統芸能

体験」の相関が高いことからは、機会を準備
するという企業側の関与が参加や利用を誘因
づけているという傾向を読み取ることができ
る。
　表 8 は「一緒に参加・利用する人」につい
ての結果である。知人・友人（会社の同僚以
外、第一主成分）、会社の同僚（第二主成分）、
家族（夫婦、子供、兄弟姉妹等、第三主成分）
が抽出された。ただし全体にあまり高い相関
がみられない。利用者にとっては目的やチャ
ンスの有無が重要であり、だれと参加するか
ということは二次的な考慮事項だろう。実際、
だれと一緒になるかは参加して初めてわかる
活動も多いはずである。
　ファミリー向けである「学齢児童学習支
援」「語学教室」「乳幼児保育支援」「工芸体
験」等は第三主成分との相関が相対的に強い。

「清掃活動」や「お祭り」、「保全活動」など

表 7　「参加・利用条件」主成分得点

種　　　別 第一主成分
（利便性）

第二主成分
（機会）

第三主成分
（手軽さ）

学齢児童学習支援 １4.4１4 -24.72６ 1.8３8
工芸体験 ６.1６4 -３4.21３ 1.６18
乳幼児保育支援 １0.１93 -0.47６ 4.1５1
語学教室 8.812 -9.908 9.516

体験教室 ６.５６３ -５.897 4.357

コンサート 7.５６５ 1.３３4 2.６80
文化団体支援 ６.81３ ６.2５６ -0.５24
清掃活動 １3.96１ 7.702 -1.1５9
お祭り １3.874 10.791 0.６10
森林・里山・海浜保全活動 7.48５ ２3.4２２ 2.227
リサイクル等 4.249 17.461 ３.３41
動植物保護 ２0.538 7.５17 0.５３7
スポーツクラブ 8.90３ 23.190 0.2３8
実験室・工場等職場見学 ５.000 15.602 -0.140
絵画展 -9.49３ 23.397 ３.1５３
伝統芸能体験 -５.６42 -22.8５1 32.814

障害者支援 １5.077 1.488 -1３.481
奨学金制度 １7.6１9 -2６.727 -2３.01６
高齢者介護支援 14.19３ -8.947 -18.６00
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は会社の同僚との参加が多いが、イベントを
企画するスタッフを兼ねた参加という意味合
いが強く、ここからは企業の企画力や動員力
といった貢献活動を実行するうえでの実働組
織が重要であるとの含意を得ることができよ
う（聞き取り調査から判明）。たとえば2019
年に行われたラグビーワールドカップにおい
て、スポンサー企業が中心となって組織した
ボランティアが大会運営上重要な役割を担っ
たことからも首肯できる。
　普通の市民にとって、「学齢児童学習支援」
や「乳幼児支援」などのように差し迫った必
要性（あるいは過去にそうした支援を利用し
た経験）がない限り、社会活動に自ら参加す
るにはどうしても躊躇がある。こうした場合、
組織力において勝る企業が市民に対して諸活
動へのアクセス経路を準備することは効果的
であろう。

　表 9 「参加・利用場所」については第二主
成分だけが抽出され、明確な傾向を見出すこ
とができなかった。あえて言えば主成分得点
が正である活動は家庭内、負であれば家庭外
と説明できるかもしれないが、例外も散見さ
れる。理由は定かではないが、質問の設定に
おいて表 8 「一緒に参加・利用する人」との
識別が不十分であった可能性が否定できな
い。よって、以下の記述において表 9 の結果
は参考程度として取り扱うこととする。
　以上の分析を集約してみよう。種別ごとに
全部で13（ ３ × 4 ＋ 1 ）の主成分および主成
分得点が得られたので、これらを用いて種別
を特性づけることができる。ただ、このよう
な数字の羅列のままでは特徴が見えにくいの
で、種別ごとに正の主成分得点（絶対値）を
与える要素を列記し、そのうち特に大きな主
成分得点を与える要素を強調表記した（表

表 8　「一緒に参加・利用する人」主成分得点

種　　　別 第一主成分
（知人・友人）

第二主成分
（同僚）

第三主成分
（家族）

学齢児童学習支援 -2.490 -0.３00 1.３３６
工芸体験 -2.7５2 -0.192 1.３02
乳幼児保育支援 -2.0３0 0.６0３ 1.408
語学教室 -2.0６2 -0.440 1.9５2
体験教室 -2.５５1 2.３04 -2.６22
コンサート -1.６５0 1.4３３ -0.484
文化団体支援 -1.009 0.272 0.３５1
清掃活動 -0.790 1.241 -0.1６4
お祭り 0.３６9 1.7３５ 0.28６
森林・里山・海浜保全活動 0.840 1.029 0.081
リサイクル等 -0.0３2 -0.2３５ -0.74５
動植物保護 1.３５３ 1.49３ -0.６47
スポーツクラブ 1.80５ 0.５72 0.9３4
実験室・工場等職場見学 0.980 -1.270 0.494
絵画展 -0.0６６ -1.9３4 0.1６2
伝統芸能体験 -３.210 -３.197 -1.３14
障害者支援 1.270 -1.0６0 -1.9５５
奨学金制度 1.42５ -0.42３ -0.82５
高齢者介護支援 1.871 -1.５71 -1.00５
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10）。ただし、各種別の特性をわかりやすく
するため種別の順序は上述の諸表と入れ替え
てある。ただし最大値が第四主成分得点であ
る場合は（−）とした。
　これを見ると、企業の貢献活動に対して、
利用者がどのような要素を考慮しているか、
言い換えれば企業の社会貢献に関する需要と
供給の相対関係がある程度見えてくる。たと
えば、「森林・里山・海浜保全活動」「リサイ
クル」「実験室・工場等職場見学」等は、利
用者にとっては“機会があれば参加する”と
いう受動的な活動であるというのは興味深
い。こうした活動には近年の SDGs の広がり
の中で多くの企業が関心を示しているが、活
動を軌道に乗せるには、企業の企画力や発信
力が問われることになろう。また、「動植物
保護」と「森林・里山・海浜保全活動」を比
べてみると、いずれも余暇に関わるが、前者

は趣味的な活動、後者は社会参加的面が強い
活動という違いがわかる。
　したがって、SDGs への企業の関与を深化
させるには、超越的な意義や理念よりも利用
者・参加者のニーズに沿った活動形態を具体
的に構築することが必要なのかもしれない。
むろんここでいうニーズとは単に日常生活上
の不便さを解消するというものだけではな
く、社会参加や余暇消化なども含む広い意味
でのニーズに他ならない。
　また、少子化対策や働き方改革の一環とし
て企業の取組みが期待される活動の一つに

「学齢児童学習支援」「乳幼児保育支援」があ
げられるが、前者は気分転換・周囲の参加・
利便性の ３ 要素すべてが関わっており、後者
は気分転換との関連は薄い。想像するに「学
齢児童学習支援」には学童支援に携わるとい
うサービス提供者としての側面と、自分の子
供の面倒をみてもらうという利用者としての
側面からの意識、いわば需給両面の要因が反
映されるのに対して、「乳幼児保育支援」で
は自分が参加するというよりも“利用したい”
という要求の強さを感じることができる（11）。
もっとも相関自体は特段強いわけではない。

「同僚」という要素がみられるのが“イベント”
的な活動であることも直感的な理解に反しな
い。

5.　最近半年の利用頻度と貢献活動特性
の関連

　ここまでの分析を通して、貢献活動種別ご
とに、「参加・利用目的」（表 4 、表 ５ ）、「参加・
利用状況」（表 ６ ）、「参加・利用条件」（表 7 ）、

「一緒に利用する人」（表 8 ）、「利用場所」（表
9 ）という ５ つの指標を手に入れることがで
きた。ただし「利用場所」は総体として影響
力が小さかったので残る 4 指標を用いて、総
合的な貢献活動種別の特徴づけを行った（表
10）。最後に、こうした特徴が最近半年の利
用頻度とどのように関連するのかを判別分析

表 9　「参加・利用場所」主成分得点

種　　　別 第一主成分
（家庭内）

学齢児童学習支援 4.828
工芸体験 4.748
乳幼児保育支援 2.72５
語学教室 ３.284
体験教室 1.３48
コンサート 1.６40
文化団体支援 0.704
清掃活動 -0.５92
お祭り -0.902
森林・里山・海浜保全活動 -1.2６1
リサイクル等 -1.228
動植物保護 -1.9５2
スポーツクラブ -1.６90
実験室・工場等職場見学 -1.６7３
絵画展 -1.4５0
伝統芸能体験 1.7３３
障害者支援 -1.720
奨学金制度 -1.６02
高齢者介護支援 -1.8６1
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を用いて考えてみよう（12）。
　まず最近半年の利用頻度の偏差値（表 ３ ）
によって階級ごとに 4 つに区分する（この区
分自体は便宜的である（表11））。
　次に、「参加・利用目的」（表 4 、 ５ ）、「参

加・利用状況」（表 ６ ）、「参加・利用条件」（表
7 ）、「一緒に利用する人」の各第一主成分得
点を使って判別分析を行い、統計的・理論的
なグループ分けを行う。第一主成分だけを用
いたのは、それが貢献活動の種別の特徴を最
も強く反映するからである。結果は表12のと
おりである。
　判別分析によって判定されたグループがデ
ータから計算したグループよりも上であれ
ば、統計上、利用頻度が高くなる可能性が残
っている。「工芸体験」「コンサート」「文化
団体支援」「奨学金制度」「高齢者介護支援」
がそうであり、中でも「コンサート」や「文
化団体支援」は参加拡大の余地が大きい。二
つのグループ分けが一致した貢献活動は、貢
献活動特性と最近半年の利用頻度が整合的で
あること、つまり需給の平仄が合っていると
言ってよい。
　逆に、「清掃活動」や「森林・里山・海浜

表１１　最近半年の利用頻度の分布

表１0　種別ごとの特性

種　　　別 目　　的 状　　況 条　　件 参加・利用者
学齢児童学習支援 気分転換 周囲 利便性 家族
文化団体支援 気分転換 周囲 利便性 家族
体験教室 気分転換 周囲 利便性 同僚
コンサート 気分転換 周囲 利便性 同僚
工芸体験 必要性 周囲 利便性 家族
語学教室 必要性 周囲 手軽さ 家族
奨学金制度 必要性 社会参加 利便性 知人・友人
障害者支援 必要性 趣味 利便性 知人・友人
お祭り 余暇 社会参加 利便性 同僚
高齢者介護支援 余暇 社会参加 利便性 知人・友人
森林・里山・海浜保全活動 余暇 社会参加 機会 同僚
清掃活動 余暇 趣味 利便性 同僚
動植物保護 余暇 趣味 利便性 同僚
スポーツクラブ 余暇 趣味 機会 知人・友人
実験室・工場等職場見学 余暇 ― 機会 知人・友人
絵画展 余暇 ― 機会 家族
リサイクル等 余暇 ― 機会 ―
乳幼児保育支援 ― 周囲 利便性 家族
伝統芸能体験 ― 周囲 手軽さ ―

グループ名 偏差値階級 含まれる活動種別

1 40以下 体験教室・伝統芸能体
験

2 41～49

リサイクル等・文化団
体支援・乳幼児保育支
援・絵画展・実験室墱
公開・高齢者介護支援

3 50～59
森林保全活動・工芸体
験・動植物保護・障害
者支援・お祭り

4 60以上

乳幼児保育支援・清掃
活動・語学教室・スポ
ーツクラブ・学齢児童
学習支援
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保全活動」といった環境保全活動は特性から
想像される以上の利用傾向が見られる。これ
を、環境保護や健康増進に対する積極姿勢を
見せる企業の取り組みが広く市民層に受け入
れられていると見るか、反面、過剰な資源投
入の可能性、換言すれば、そこに投じている
経営資源の一部を他の活動（例えば「文化団
体支援」）に振り向けたほうが社会的な効果
が大きくなる可能性があると見るか、によっ
て解釈が変わる。実際、聞き取り調査では、
世間の関心だけに合わせた貢献活動は長続き
しないのではないかとの懸念を表明した企業
もあった。
　「スポーツクラブ」も理論的に予想される
以上の利用頻度を見せているが、「清掃活動」
や「乳幼児保育支援」に比べて、一見健康的
なイメージがあること、（現実には営利目的

で展開されるものであっても）知名度の高い
スポーツクラブが多いこと等が関わっている
かもしれない。
　さて、グループ分けに際してどの要因が
重要かは判別関数の係数によって判断でき
る（表13）（13）。すると、グループ 1 、 2 の区
分には一緒に活動できる人、グループ 2 、 ３
の区分には利用・参加目的、グループ ３ 、 4
については利用状況が重要であることがわか
る。
　ここに表13の結果を加味すると、以下のよ
うな主張が可能になる。「工芸体験」「コンサ
ート」「文化団体支援」は利用頻度を高めら
れる余地があるが（表12から）、その際には
利用状況、中でもその第一主成分である「周
囲の状況」という側面をより強調することが
望ましく、それによって利用頻度を上げる

表１２　判別結果

最近半年の
利用頻度による
グループ分け

判別分析による
グループ分け 判　　定

最近半年の
利用頻度

向上の余地
学齢児童学習支援 4 4 一致 ―
工芸体験 3 4 不一致 ○
乳幼児保育支援 4 4 一致 ―
語学教室 4 4 一致 ―
体験教室 1 1 一致 ―
コンサート 2 4 不一致 ◎
文化団体支援 2 4 不一致 ◎
清掃活動 4 3 不一致 △
お祭り 3 3 一致 ―
森林・里山・海浜保全活動 3 2 不一致 △
リサイクル 2 2 一致 ―
動植物保護 3 3 一致 ―
スポーツクラブ 4 2 不一致 △△
実験室・工場等 2 2 一致 ―
絵画展 2 2 一致 ―
伝統芸能体験 1 1 一致 ―
障害者支援 3 3 一致 ―
奨学金制度 2 3 不一致 ○
高齢者介護支援 2 3 不一致 ○



− −79企業の社会貢献活動の多様化と公益信託制度の利用可能性

（グループ 4 に向かわせる）ことが可能とな
る。こうした活動は一人で楽しむことも可能
だが、たとえば自治会など地域活動の一環と
して実施すれば、利用しやすい環境が準備さ
れ利用を促す力となるかもしれない。
　グループ 2 から ３ への移行の余地がある

「奨学金制度」「高齢者介護支援」は、制度目
的をより強調した広報によって貢献活動の有
効性を顕在化させることが効果的である。「奨
学金制度」は利用する層、そこに寄付を行う
層いずれにとっても制度の目的・趣旨が明確
に示される必要があるということは想像に難
くない。

6.　社会貢献活動の企業活動における位
置づけ

　次に貢献活動に対する企業の認識につい
て、2008年から2010年にかけて行った聞き取
り調査の結果を述べ、アンケート調査の結果
と照合させることで今後の貢献活動の展開に

資する示唆を得ることとしたい。結論を始め
に要約すれば、現在、貢献活動を展開してい
るとされる企業においても、それを収益追求
活動の中に適切に位置づけることは必ずしも
十分ではなく、政策当局からの要請、業界団
体としての活動として行っているという認識
のほうが強い。このことは端的に言えば、ボ
ランティア活動と貢献活動の境界が曖昧であ
ること、つまり企業活動として取り組むこ
との意味がはっきりしていないことに起因す
る。こうした状況を打開する一つの方法とし
て信託制度の利用が考えられることを以下に
論じていきたい。
　企業に関しては、⑴アンケートで言及され
た諸活動のうち主にどの活動に関与している
のか、⑵貢献活動が企業活動全般の中でどの
ように位置づけられているか、特に、収益に
対して貢献活動がどのような効果を与えて
いると考えているか、の 2 点が中心であっ
た（14）。

表１4-１　取り組み実績のある活動（主なもの） 表１4-２　取り組みを強化したい活動（主なもの）

表１3　判別関数の係数

変　数 グループ 1 と 2 の区分
（第一判別関数）

グループ 2 と ３ の区分
（第二判別関数）

グループ ３ と 4 の区分
（第三判別関数）

目　的 -0.99５7 0.7213 2.1３7５
状　況 0.9900 0.1709 4.1969

条　件 1.4６６8 -0.６３4６ 0.1241
一　緒 2.7998 0.1６94 1.97５2

対象企業 取り組んだ活動
地方銀行Ａ社 お祭り、清掃活動、コンサート、

スポーツクラブ
自 動 車 部 品
製造会社Ｂ社

お祭り、実験室・工場見学、乳幼
児保育支援、学齢児童学習支援

自 動 車 部 品
製造会社Ｃ社

お祭り、実験室・工場見学、スポ
ーツクラブ、障害者支援

乳 製 品
製造会社Ｄ社

森林・里山・海浜保全活動、障害
者支援、高齢者介護支援、コンサ
ート

対象企業 取り組みを強化したい活動
地方銀行Ａ社 学齢児童学習支援、障害者支援、

コンサート、スポーツクラブ
自動車部品製
造 会 社 Ｂ 社

お祭り、乳幼児保育支援、学齢児
童学習支援

自動車部品製
造 会 社 Ｃ 社

リサイクル

乳 製 品
製造会社Ｄ社

高齢者介護支援、乳幼児保育支援、
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6－１　実際に提供される社会貢献活動
　聞き取り調査では初めに、考えられうる貢
献活動のリストを示し、取り組んだ実績のあ
る活動、今後取り組みを強化したい活動は何
か、その理由は何かを主に質問した。表14に
示すように何らかのイベント的な活動と育児
高齢者支援関係の活動が多く、これは調査を
行った 4 社にほぼ共通していた（15）。
　Ａ社は域内の支店網を活用し、住民との交
流の一環として地域の清掃活動を展開してい
る。また、数年前から駅伝支援に取り組んで
いる関係で、地域住民を対象としたスポーツ
教室を定期的に開催している。Ｂ社・Ｃ社は
同じ企業グループに属しており、表14-1に挙
げた「お祭り」は共同で開催したものである。
ただ、Ｃ社は四肢障害者をサポートする器具
を製造販売していることから、障害者支援活
動に取り組んでいる。これは企業イメージの
向上のためであると同時に、製品開発上の情
報を集めるという目的も兼ねている。Ｄ社は
牧畜業との関連が強く、害獣防護柵の設置や
里山環境保全などに取り組んでいるほか、栄
養補助商品を製造販売していることから障害
者支援も行っているとのことであった。今後
取り組みを強化する活動としては各社を通じ
て、障害者・学童・乳幼児に関わる活動が多
いことは、昨今の働き方改革との兼ね合いか
ら考えればうなずける回答であろう。
　自社の業態に密接にかかわる活動に取り組
むのは自然であるが、このことをもっとも明
確に表明したのはＤ社であった。例えば同社
が行う「高齢者介護支援」は、それを通じて
高齢者の食生活上のニーズを把握し、商品開
発に活かすことが想定されている。同様に、
Ｂ社・Ｃ社の「お祭り」は親会社の製品（自
動車）の試乗機会の提供を兼ねることが目的
の一つになっている。貢献活動とはいえ、自
社の経営資源を転用できる活動、同時に自社
事業に何らかのフィードバックが想定される
活動に限定されるという実情がある。しかし、
長期的に自社の利益に反映されるべき活動に

取り組むのが常識的であり、逆に、利益を度
外視するという事業者が多いほうが不自然・
不健全であろう。
　働き方改革に関わる活動については多少の
注意が必要である。Ｂ社に「乳幼児保育支援」

「学齢児童学習支援」を始めたきっかけ、Ａ社、
Ｂ社、Ｄ社に強化したい理由について尋ねた
ところ、各社とも従業員からの要望が強かっ
た（強い）との回答であった。Ｂ社によれば、
製造ラインの稼働時間との関係で学童支援へ
の要望が強く、当初は労務管理の一環として
利用者は社員に限定されていた。言い換えれ
ば、社内の効率的な労働資源配分の一環であ
り、その意味では収益確保という営利企業の
本質に関わっている。
　しかし、その後は一定の条件のもとで社外
者の利用を一部認める方向に舵を切り、今後
はＢ社とＣ社が共同で同貢献活動を提供する
こと、利用者の範囲を拡大する方向で部内の
議論が進んでいるとのことであった。つまり、
現時点では労務管理＝収益確保の一環、とい
う側面と、社会貢献・地域貢献の二つの側面
が併存しており、そのバランスをどのように
維持するかについて両社とも決定的な方策を
得るには至っていない。
　事実、これらの取り組みの維持には相当の
費用が必要であり、貢献活動の重要性を認識
しつつも、株主への説明責任という点から中
長期的な収益への反映が見通せる仕組みを確
立することに苦慮しているのが現状である

（こうした認識はＡ社、Ｄ社にもほぼ共通し
ていた）。中でも施設や保育士の基準が法令
によって細かく定められている「乳幼児保育
支援」の費用負担は大きい。今回調査した 4
社はいずれも大企業であり、ある程度の費用
負担には耐えられる体力を有しているが、中
小企業に同様の貢献活動を期待できるかどう
かは慎重な検討が必要だろう。「コンサート」

「スポーツクラブ」に力を注いでいるＡ社か
らは、費用面だけでなくイベント運営のノウ
ハウの蓄積が重要であるとの回答があった
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が、これも一定規模以上の企業でなければ難
しい要求だろう（16）。
　以上を総括してみよう。まず利用者の観点
から見ると、利用を希望する貢献活動の内容・
動機は多岐にわたることが明らかになった。
一覧する限り、本来行政が担うことが自然と
思われる貢献活動（介護など）から、純粋な
興行に近いもの（コンサートなど）まで、潜
在的にせよ需要があることは明白である。利
用者向けの調査では実行可能性をほぼ考慮し
ていないので、必要以上に広範囲の回答が導
かれた可能性があるが、一般市民が企業の貢
献活動に対して持っているイメージがある程
度浮き彫りになった。他方、企業への聞き取
り調査からは、上記のような利用者の意識が
事業者にもある程度共有されていることが判
明した。また共有されているからこそ社会的
貢献活動への関心が継続するのだが、効率的
な実施体制の確立について各社とも苦慮して
いる。
　したがって、事業者は、広範にわたる潜在
的な貢献活動への期待に収益構造に悪影響を
与えることなく対応できるかどうか、言い換
えれば、今後、企業の貢献活動を実のある
活動に成熟させるには、限られた資源（資
金・ノウハウなど）の制約の下で多様なニ
ーズに応える仕組みを構築することが課題
となる（日本証券経済研究所（編）（2013）、
Andreoni（2015））。 

7.　公益信託による社会貢献活動支援

　社会・自然環境の変化が安全・安心な社会
の実現を妨げるかもしれないとの意識が個
人・法人を問わず高まっていることが、ここ
数年来指摘されてきた。ボランティア活動へ
の関心の高まり・ふるさと納税制度の開設は
そうした動向を背景としている。企業もまた
SDGs や ESG を意識した取り組みを通じて、
社会貢献活動への関与を強めている。そうし
た中、公益信託は個人や企業の貢献活動を支

援する仕組みとして、公益財団法人制度と並
び注目が高まっている。それぞれ一長一短が
あるが、コストが小さいことや事務的手続き
の簡便さ、一定の条件の下での税制優遇制、
目的信託として設定可能である点など公益信
託には財団法人にはない利点がある。
　しかし、現状、公益信託の多くは奨学金や
学術研究助成など特定の属性を持つ受益者を
対象とすることが多い。むろんこうした仕組
みは、教育費の高騰傾向や国の学術研究予算
の縮減を補完する大きな意味がある。ただ、
営利社団である企業は、本来の事業活動・収
益と費用の適正な管理が求められ公益性だけ
を追究することはできず、この点だけでも“利
益”を出すことができない公益財団は社会貢
献活動を行う上で利用しにくい制度ともいえ
る。換言すれば、広範な社会課題に対応でき、
同時に企業の負担を可能な限り軽減できる仕
組みを整えることが必要であり、この成否が
公益信託の将来に向けた利用可能性を決定づ
けることになろう（17）。
　本論で想定するのは、貢献活動の企画主体
＝委託者、信託の導管体＝受託者、貢献活動
の実施主体＝受託者という標準的な仕組みで
ある。こうした公益信託制度それ自体の仕組
みや利点、方向性、税制上の措置等について
はここでは改めて触れることはせず、以下で
は企業の社会的貢献活動を公益信託制度の活
用により、いわば“制度的に”支援するうえ
での留意点（利点を含めて）に焦点を充てた
い（18）。

7-１　運営上の自由度の確保
　いうまでもなく社会貢献活動は企業の本業
でない。継続的な利益獲得を業とする以上、
企業が提供できる貢献活動の種類は無論のこ
と、どのようなスタイルで提供するかは本業
との兼ね合いの中で決まる。間接的であれ長
期的に利益に適う活動が選択されるのが自然
である。成熟社会に見られる消費者の社会課
題への関心の高まりやニーズの多様化を無視
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することはできないが、それにどう応えるか
は企業の意思決定に委ねられ、その評価は市
場によるものであるというのが健全な姿であ
ろう（野村総研（編）（2014））。
　言い換えれば、企業が永続的に貢献活動に
コミットできるかどうかは、企業に意思決定
の自由度、運営の自由度を担保することにつ
いての社会的合意に依存することになる。こ
れが課税と給付という法的関係に基づく行政
行為とは異なり、企業の貢献活動は顧客の支
払いとそれに応じた便益提供という交換・契
約関係を前提とせざるを得ない。端的に言え
ば利益追求活動と両立できる範囲の中での貢
献活動で十分であり、それ以上を求めること
はむしろ社会的公正に反するとの認識が不可
欠である（19）（関西経済連合会（編）（2016）、
Castaldo, Perrini, Misani, Tencati （2009）、
Choi, Suna （2013））。
　公益信託制度は、第一に企業（事業者）が
受託者となることで事業運営の自主性を維持
できるため、本業との連携を維持しながら
の（＝株主の利益に配慮しつつ）、経営戦略
と平仄を合わせた貢献活動が可能となる。文
化団体への助成など、事業者の考え方・企業
の社是が反映される活動では、助成事業で最
も重要なステップである助成対象の募集や決
定において事業者の意向が正しく反映される
必要がある。あるいは、スポーツ活動支援
のように企業のイメージアップ戦略の一環と
して位置づける際も、事業者が直接関与でき
るメリットは大きい。加えて、必要な資源を
分別管理できるため、本業へのフィードバッ
クは質的なものに限定され、たとえば財務的
な影響が本業に及ぶことは一定程度阻止され
る。逆に言えば、本業への効果が期待できな
い場合には最小限の埋没費用で撤退できるこ
とになる（塩澤修平（2018））。経済が低成長
段階に入れば、単に篤志家の寄附のみに頼っ
た社会貢献活動も限界を迎え、経営戦略との
均衡を考慮する必要性は高まる（Harbaugh

（1998））（20）。

　このように貢献活動への関わり方という観
点に立つと、公益信託制度を確立させること
は「利益追求活動と両立できる範囲での貢献
活動」という企業固有の社会貢献ドメインを
準備することに他ならない。交戦時や大規模
災害時など個人と企業の区別が意味をなさな
い極限状況を除けば、これが個人のボランテ
ィア活動と決定的に異なる点である。

7-２　「公益」性の確定と企業の収益性との均
衡

　企業が利益を社会還元する方法は一つでは
ない。というよりも、企業のステイクホルダ
ーを広範に考えれば、ある地域に立地するこ
と自体が公益性を帯びると言っても過言では
ない。また、費用負担が社会貢献活動を拡大
する妨げになっているが、そもそも税収を充
てて行われてきた事業を企業が“肩代わり”
すること（＝企業が費用を負担すること）自
体が社会貢献であるという考え方もある。し
かし聞き取り調査でも明らかになったよう
に、たとえ貢献活動に対する関心が高い大手
企業でさえ、費用負担をかなり深刻に考えて
いる。こうした状況は SDGs 活動が企業活動
の重要な要素になりつつある昨今においても
基本的に変わらない。
　この点について、公益信託制度はいくつか
の好ましい特性を持つ。たとえば事業主自身
が資金管理のための独自の事務組織を維持す
る必要がなく、事務経費の一部を受託者に転
嫁できる。しばしば観察される財団法人を設
立して貢献活動を展開する場合がみられる
が、財団法人として認可されるための条件を
クリアすることが（特に中規模以下の企業に
とっては）難しいが、信託財産のサイズは事
業規模に応じて比較的自由に決められる。換
言すれば、小規模からスタートし実績に応じ
て社会貢献事業を拡大できる余地が生じる。
また、受益者の定めが不要であることも、事
業設計における事業者の自由度を高めること
に寄与する（21）。
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政組織により展開される公共性に基づく事業
との間にどのような違いがあるのかが問われ
てくる。両者はいずれもある種の公共善の顕
現という意味で極めて近しい政策概念であ
り、それらの区別について詳しい議論を展
開することは本稿の目的ではない（23）。ただ、
信託の起点である委託者は行政から独立した
意思決定主体であることを考えれば、公益信
託には公益性に関する委託者自身の価値判断
が含まれると考えるべきである。他方、行政
行為としての公益信託の引き受けの許可にお
いては公共性という社会全体の価値判断に基
づくはずである（24）。よって、公益信託には
公益性と公共性の双方が関連しているが、公
益性が端緒であり公共性はその補完であると
考えられる。換言すれば、公共性は公益性に
比べ抽象の度合いが高いと整理できるだろ
う。
　また、委託者の価値判断は委託者自身の生
活実感や社会経験に依存するとすれば、公益
信託の枠組みの内側に位置づけられるには、
事業目的が委託者の意図を明瞭に反映する具
体性を帯びていなければならない。ここから
敷衍すれば、労務管理の一部が学童支援活動
へ展開される時、その原動力が委託者の個別
の価値判断であるならば公益概念と高い親和
性を持つことになり、公益信託の利用可能性
が担保されると言えるだろう。
　現行の公益信託制度においても、公益性の
解釈の弾力性と事業者のハードルを下げるよ
うな運用、そして今後は可能であれば法改正
も視野に入れるべきであろう（25）。公益信託
制度における公益性と公共性の概念整理、と
りわけ経済学的視点からの概念整理は今後の
課題としたい。
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【注】
（1） 近年は国連によって提唱された SDGs の

定着が企業にその社会的責任を強く認識
させるように作用している。SDGs その
ものについては賛否・功罪さまざまな議
論があるが、どのようなベクトルにせよ、
企業の意思決定に社会貢献という要素が
入らざるを得なくなっていることは注視
すべき動向と言える。とりわけ業界を代

表するような有力企業にとってこの傾向
は強く、そのことは本研究での聞き取り
調査からも示唆されるところである。

（2） 分類にあたっては2013年に（一社）日本
経済団体連合会　 1 ％（ワンパーセント）
クラブが行った社会貢献活動実績調査結
果報告書を参考に行った。この調査では
351社、1,00６事例が紹介されているが、
本研究ではこれを基に分類を 7 分類に集
約した。

（3） 大都市圏と地方都市圏では必要とされ
る、あるいは期待される貢献活動に違い
があることが想像できる。たとえば学童
保育などは地縁血縁関係が比較的残って
いる地域と大都市圏では必要性・緊急性
に差があるだろう。よって以下に述べる
結果は地方都市圏にはすぐには当てはま
らない可能性があることを念頭に置かれ
たい。

（4） 計算には IBM SPSS Statistic を使用し
た。多変量解析は本調査のようにクロス
セクションデータを用いた社会調査にお
いて頻繁に用いられる統計手法であり、
数値の羅列であるデータから意味ある情
報を引き出すための有力な手法として定
着している。しかし、結果の解釈には多
分に分析者の技能が反映され、そのため
に一部には science というより art であ
るとの批判もある。実際、非常に多くの
数値が算出されるが、解釈に用いられる
のは説明がつきやすい一部の数値だけに
とどまるのが通常である。言うまでもな
く以下の分析（あるいは解釈）もこうし
た批判をまぬかれるものではなく、禁欲
的な議論にならざる得ないことを念頭に
置く必要がある。

（5） この調査ではどのような財をリサイクル
対象とするかについて限定しなかった。
よって衣類や日用品のリサイクルと大型
家電製品などのリサイクルの相違は十分
に考慮されていない。大都市圏ではいわ
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ゆるリサイクルショップがかなり市民権
を得ていることも影響している可能性が
ある。

（6） Ａ社の CSR 担当者によればどのような
貢献活動を行うかは、利用者の目的がな
にか・利用者層の見極め・利用される状
況・コンセプトの 4 点を明確にすること
から始まる。言い換えれば、貢献活動の
一つ一つの特性を確立することが求めら
れる。こうした企画趣旨が潜在的な利用
者の行動に有意な影響を与えれば、貢献
活動としての認知が高まる。以下の分析
はこうした点について定量的手法を用い
て検討しようとするものと位置付けるこ
ともできる。

（7） ある人や会社の属性を表す指標が多数あ
るとき、全体としてどのような性質を持
つかを見極めることが難しくなる。そこ
で、複数の指標を似通ったものごとにグ
ルーピングして指標の数を減らす統計的
手法が主成分分析である。たとえば、国
語・数学・理科・社会・英語の ５ 科目を
学習する学生は ５ 種類の学力基準を持
つ。このとき国語と英語・社会の ３ 科目
を「文科系的学力」、算数と理科を「理
科系的学力」と統合できればより少ない
指標で学力を表現できる。この新しい指
標のことを主成分と呼ぶ。 ５ つの科目に
それぞれ得点があるように、文科系的学
力・理科系的学力について得点を考える
ことができこれを主成分得点という。

（8） 主成分は変数の数と等しいだけ算出さ
れ、説明力の高い順に第一主成分、第二
主成分・・・と呼ばれる。各主成分の説
明力の累積が一定水準を超えるまでの主
成分を取り出す。本稿ではすべての分析
で第三主成分までで90％程度の説明力を
得た。また、主成分負荷量とは各主成分
の特徴を見つけるために用いられる統計
量であり主成分との相関の強さを表す。

（9） 「社会参加（寂しさを紛らわす）」「近所

の付き合い」の第一主成分負荷量がいず
れも大きく負になっていること、つまり
余暇消費という受け止め方がされていな
いは興味深い。ある種の義務感を伴うの
であろうか。

（10） 「お祭り」などのイベントを企業が主体
となって行うときには、企業との付き合
い（社員や取引先の関係者等）や地域の
繋がり（企業城下町のような場合）とい
う外的なある種の圧力の作用があること
が後段の聞き取り調査で示されている。
このことは前半のアンケート調査では検
出されていないが、興味深い現象の一つ
として言及しておく。

（11） 言い換えれば、学習支援や学童保育な
どを利用したいと考える層は民間企業よ
りも公的な支援を望んでいるのかもしれ
ない。こうした結果になった理由は明ら
かではないが、回答者のサンプルに何ら
かの偏りがあった可能性もある。また、
後段で述べるように学習支援活動に関わ
っているＣ社は、学童保育活動の一環と
して学生や社員の家族をアルバイトとし
て雇用し、宿題などの補助を行う仕組み
をとっている。

（12） 判別分析とは、いくつかの指標によっ
て特徴づけられる複数の個体を共通性の
強いものごとにグループ分けし、統計理
論的なグループ分けと実際のグループ分
けとの一致・不一致を探るものである。
たとえば、ある学級の生徒を文科系・理
科系の主成分得点で（理論的に）区分す
る。一方、生徒を希望により文系・理系
に分ける。希望に基づく区分が理論的な
区分と一致しない生徒については文理の
選択を再考するように、また一致した生
徒に対してはその調子で努力を続ける
等、統計的に根拠あるアドバイスが可能
となる（判別分析の近年の展開について
は Izenman （2008）、Choi, Sung, Rodin 

（2014）など）。
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（13） 判別関数とはグループ分けを行う際に
用いられた数式であり、特にその係数は
グループの区分に際してどの要因が強く
作用したのかを表している。

（14） 調査対象は、地方銀行一行（Ａ社）、自
動車部品製造会社（Ｂ社、Ｃ社）、乳製
品製造会社 1 社（Ｄ社）である。各企業
とも広報誌等で貢献活動状況を詳しく紹
介しており、こうした活動に対する積極
性が認められること、いずれも直近の決
算において十分な収益を上げていること
から選定した。当初の予定ではこれ以外
にも何社かを想定していたが、諸般の事
情から聞き取り調査には至らなかった。

（15） 聞き取り調査であったため多くの活動
が話題になったが、その中で“主な活動、
強調したい活動”を 4 つまで挙げてもら
い、表14に示した。また、いずれのＢ社、
Ｃ社、Ｄ社は研究助成制度を運用してい
るが、これは製品開発への反映を目的と
した助成対象者を限定したプログラムで
あり本研究の趣旨とはそぐわないので考
慮外としている。

（16） スポーツ活動を介した CSR 活動の効果
については Walters （2009）参照のこと。

（17） 一般社団法人など既に何らかの貢献活
動を行っている団体が財産保護等のため
に公益信託を活用するケースが多いのも
最近の傾向である。事業そのもののノウ
ハウの蓄積が必要になることから、貢献
活動の実績を敷衍するという意味では自
然な傾向かもしれない。

（18） 現在、公益信託によって行われる事業
の中で事例が多いのは、奨学金制度・教
育振興・国際協力（留学支援）など。逆
に緑化推進や動植物保護活動への利用は
少ない。アンケート調査でニーズの高か
った社会福祉関連活動は中位である。

（19） Ｄ社はスポーツ教室的な活動を計画し
た。これは顧客調査の結果を受けたもの
であると同時に自社製品である栄養ドリ

ンクやプロテイン関連商品の売り上げ増
を期待したものであった。ところが関連
会社を含めても十分なノウハウを確保で
きず、結局は 1 年たらずで中止に追い込
まれている。

（20） むろんこうした考え方に対しては、企
業自体が種々の社会制度によって保護さ
れる組織であり、利益追求活動に従事で
きることそれ自体で恩恵を受けており、
結果として利益を得るかどうかがとは区
別すべきという考え方もある。素朴なフ
ィランソロピー思想や社会民主主義的な
考え方はこの立場をとることが多い。こ
れについては林、今田（2000）など参照
のこと。

（21） 現行法制の下では公益信託の対象とな
りうる事業の種別が限定列挙されている
が、広範囲の事業形態が想定されており、
通常考えられる企業の貢献活動は現行法
制の中に根拠を見出すことができよう。
なお、公益信託制度全般に関わる資料に
ついては末尾に一括掲載した。

（22） 保育サービスを提供している 2 社は、
行政の対応がニーズに追いつかないので
当初はやむを得ず活動を開始したとの回
答であった。行政のニーズと民間事業者
の収益確保を連動させた最近の試みとし
てソーシャルインパクト債を挙げること
ができるが2020年初頭時点では必ずしも
例は多くない（日本証券経済研究所（編）

（2013））。
（23） 両者の定義については諸説あり必ずし

も固まっていない。公益性は受益機会・
受益者が広く一般に公開されているか、
すなわち積極的に不特定多数の者の利益
の実現を目的とするかが法制度上も問わ
れており、（解釈の余地があるとしても）
一応の定義がある。他方、公共性はより
広い概念であり一般社会に広く利益をも
たらすものを指す。

（24） 法人会計においては公益事業でプラス
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の収益を上げることについての規制な
ど。

（25）聞き取り調査では、公益信託制度自体

の啓もうが十分ではないことを伺わせる
回答もあった。「基金的」な印象が強い
ことが一因と思われる。

（ふかうら・あつゆき）


